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第20回健康・医療WG


(開 会)


1.医療関連従事者の役割分担の見直しについて


2.医 療情報の利活用のための工程表の策定について


(閉 会)


・
(資料)


資料 1 看護師の「特定行為Jの在り方に関する論点 (案 )


資料2 厚生労働省提出資料①


参考資料1 厚生労働省提出資料②


参考資料2 厚生労働省提出資料③


参考資料3 平成25年 6月 14白 閣議決定 規制改革実施計画 抜粋
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看護師の「特定行為」の在り方に関する論点（案） 


  


現在、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整


備等に関する法律案」が国会審議中であり、新たに「特定行為に係る看護師の研修制


度」が創設される見込みである。 
 
新たな研修制度において研修を受けた看護師は、手順書に基づき「特定行為」を行


うことができるとされている。これは、医師の包括的な指示の下で、医師の不在時で


あっても、看護師が自らの判断で「特定行為」を行うことが可能となる趣旨であり、


医師が常駐していない介護施設や患者宅等においても活用が期待される。 
 
したがって、看護師の判断能力を高める方向で研修制度を充実させると同時に、研


修を受けた看護師がその判断能力を生かせるように、医療や介護の現場のニーズを踏


まえながら「特定行為」の内容を充実させていくべきである。 
 
 


１．研修プログラムの検討 
 


・ 看護師が、患者の病態に応じ、「特定行為」の実施の可否や医師への連絡のタイ


ミングを適切に判断できるよう、新たな研修制度における研修プログラムは、フィ


ジカルアセスメント、病態生理、解剖学、薬理学、医療安全に関する知識等を総合


的に学習できるようなものとすべきではないか。 


 


２．手順書の検討  
 


・ 医師が看護師に示す手順書の項目については、研修を受けた看護師が、患者の病


態に応じ、「特定行為」の実施の可否や医師への連絡のタイミングを適切に判断で


きる内容とし、実施すべき「特定行為」を細かく規定するような硬直的なものとな


らないように留意すべきではないか。 


 


３．「特定行為」の範囲の検討 
 


・ 制度の創設に当たって検討されたにもかかわらず「特定行為」とならなかった行


為等については、現場に混乱が生じないよう、医療安全にも配慮しつつ、看護師が


行うことが可能な範囲をわかりやすく示すべきではないか。 


・ 研修を受けた看護師がその判断能力を十分に活かせるよう、手順書に基づき自ら


の判断で行うことが可能な範囲を広げていくべきではないか。このため、厚生労働


省から示されている「特定行為」の案（41行為）に加え、検査の実施・評価や薬剤


の選択・使用等の試行事業の中で広く看護師により実施された行為についても、「特


定行為」とするよう検討すべきではないか。 


・ 「特定行為」の範囲については、研修を受けた看護師の能力評価や「特定行為」


の普及の度合い等を踏まえて、定期的に見直すこととすべきではないか。 


資料１ 







 


４．研修修了情報の一元的管理 
 


・ 制度の円滑な運用を図るため、研修を修了した看護師ごとに、どの特定行為の区


分に係る研修を修了したかの情報を、厚生労働省が一元的に管理すべきではないか。 


・ 長期的には、研修を受けた看護師が、統一された名称を用いることができる仕組


みを検討すべきではないか。 


 


                            以上 








規制改革会議 
第20回健康・医療WG 


 
健康・医療・介護分野における 


ICT化について 
 
 


平成26年4月15日 
厚生労働省 


資料２ 







ICT化に関する基本的な考え方 


１．世界最先端IT国家創造宣言 


世界最先端IT国家創造宣言（平成25年6月14日閣議決定） 


   世界最高水準のIT 利活用社会を実現するための各種取組を進める 


     健康・医療・介護分野（以下「医療等分野」） 


   ○ 医療情報連携ネットワークの普及や、介護サービスの客観的な評価とサービス内容の向上に資する 


     取組を通じた、効果的・効率的で高品質な医療・介護サービスの展開 


   ○ 現役世代からの健康増進等、医療・健康情報等の各種データの活用推進 


２．ICTの利活用による可能性と留意点 


○ ICTの技術の活用は、情報連携や情報提供の迅速化、効率化や質の向上、また、膨大な情報の蓄積を 


  容易にするとともに分析の高度化をもたらす。 


 


○ 一方、医療等分野でのICT技術の導入には一定の費用がかかるとともに、取り扱われる情報は機微な 


  情報も多く、国民がメリットを実感できるかたちで、ICTの導入を自己目的化することなく、進めていくことが 


  重要。   


厚生労働省として、医療等分野のICT化を効果的に進めていくためには、社会保障 


制度改革の方向性を踏まえ、医療等分野における課題に対してICTをどのように 


活用していくのかを明らかにした上で、施策を進めていくことが重要 
1 







○  QOLを高め、社会の支え手を増やす観点から、健康の維持増進・疾病の予防に取り組むべき。 
 ICTを活用してレセプト等データを分析し、疾病予防を促進。 
 
○  医療行為による予後の改善や費用対効果を検証すべく、継続的にデータ収集し、常に再評価される 
   仕組みを構築することを検討すべき。 


○   高齢化の進展により、疾病構造の変化を通じ、必要とされる医療の内容は、「病院完結型」から、 
 地域全体で治し、支える「地域完結型」に変わらざるを得ない。 
 


○  医療改革は、提供側と利用者側が一体となって実現されるもの。「必要なときに必要な医療にアクセス 
 できる」という意味でのフリーアクセスを守るためには、緩やかなゲートキーパー機能を備えた 
 「かかりつけ医」の普及は必須。 
 


○  急性期医療を中心に人的・物的資源を集中投入し、早期の家庭復帰・社会復帰を実現するとともに、 
 受け皿となる地域の病床や在宅医療・介護を充実。川上から川下までの提供者間のネットワーク化は 
 必要不可欠。 
 


○  医療・介護の在り方を地域毎に考えていく「ご当地医療」が必要。 


今後の医療等分野の改革の方向性 
社会保障制度改革国民会議 報告書（平成25年８月６日）（抄） 


社会保障制度改革国民会議の報告書にみる今後の医療等分野の方向性 


  ICT技術を活用することで、地域の医療機関や介護事業者による迅速かつ適切な 
    患者・利用者情報の共有・連携を推進 


 ICT技術を用いたデータの分析・活用による、国民の健康管理、施策の重点化・ 
  効率化、医療技術の発展、サービスの向上を推進 
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Ⅰ 医療情報連携ネットワークの普及促進による医療の質の向上と効率化の実現 


地域の医療機関や介護事業所の連携による患者・利用者の状態にあった質の高い医療や介護の提供が重要。迅
速かつ適切な患者・利用者情報の共有に向けてICT技術を活用する、医療情報連携ネットワークの普及・促進を図
る。 


医療情報連携ネットワークシステムの 


４つの課題 
 


今後の普及・展開のための 


５つの取組 
 


費用面を含むネットワークの持続可
能性の確保、効果的な稼働の継続 


ネットワーク間等での情報の相互利
用性の確保 


より多数の医療機関の参加と情報の
双方向性の確保 


本人による健康・医療情報の利活
用 


● 目指すべきネットワークモデルの確立・普及 
 ・ 持続可能性、相互運用性、最低限備えるべき情報連携項 
  目等を示したネットワークの「標準モデル」の確立 


 ・ 地域医療構想（ビジョン）や新たな財政支援制 
  度を踏まえた「標準モデル」の普及促進の検討 


 


● クラウド技術の活用等による費用低廉化方策の 
 確立 


● 在宅医療・介護を含めた標準規格の策定・普及 
  より広域での医療情報連携や、在宅医療・介護分野の情報 
 連携に関する標準規格の策定・普及 


● 個人による疾病・健康管理の推進 
  生活習慣病に係るICTを活用した手帳の利活用に向けた取 
 組や予防接種スケジュール等情報提供サービスの促進 


 
● 遠隔医療の推進 
  医療従事者等のリテラシー向上等の普及促進策の検討 


健康・医療・介護分野におけるＩＣＴ化の推進 
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Ⅱ 医療等分野の様々な側面におけるデータ分析と利活用の高度化の推進 


今後の医療・介護政策においては、エビデンスに基づく効果的な施策立案、医療技術の向上、医学研究の推進に
取り組むことが不可欠。我が国の医療・介護制度における様々な側面において情報が効果的・効率的に利活用さ
れ、情報の利活用の効果が国民に還元される社会の実現を図る。 


医療等分野におけるデータ利活用の 


３つのフェーズ 


今後の推進のための 


９つの取組 
 


国や地方公共団体による 
医療・介護政策への 


反映 


保険者による個人の健康 
増進に関する取組 


への活用 


治療技術等の医療の質向上や
研究開発促進への活用 


 医療や介護のレセプト情報等の利活用の促進 
 ● 医療レセプトや健診情報等の活用を通じた、受療行動や疾病構造  
  の分析等を行い、エビデンスに基づく医療政策（地域医療構想 
  （ビジョン）の策定等）を推進 


 ● 要介護度別のサービス利用状況の分析等によって、地域別の特徴や課
題、取組等を客観的かつ容易に把握できるように、介護・医療関連情報を
広く共有（「見える化」）するためのシステムを構築し、エビデンスに基づく政
策を推進 


 データヘルスの推進 
 ● 医療保険者が、レセプト・健診情報等の情報を活用し、加入者に 
  対して効果的かつ効率的な保健事業を実施できるよう支援 


 医療の質向上や研究開発促進への活用 
 ● 医薬品等の安全対策のための医療情報ＤＢの構築 
 ● 日々の診療行為や治療結果等を一元的に蓄積・分析・活用 
   する関係学会等の取組の支援 
 ● 難病対策等の推進のための患者データベースの活用促進 
 ● がん登録データベースの構築 
 ● 予防接種記録の電子化に取り組むとともに、疫学調査や研究 
  開発、予防接種施策の発展に活用できるデータベースを構築 
 ● 臨床研究・治験の効率化、迅速化及びデータの質の確保のた 
  めの技術開発等 4 







個人情報の保護と利活用のためのプライバシールール 


 
 
 
 


ICTを活用した個人 


の健康管理促進 


活用目的に応じた 
診療DBの構築・分析 


データ利活用や情報連携のコンテンツ   官民連携による創出・充実の推進 


データ利活用や情報連携のためのICT基盤となる仕組み   


             社会インフラとしての国の積極的関与による制度・基盤整備 


基盤整備に関する考え方と官民の役割分担 


情報共有をより効率的に行うための通信方式・用語・コード等の標準化 


 広域かつ長期の情報共有のためのデータ追跡性、正確性向上に向けた取組み 


各種費用の低廉化 


既存のネットワーク等のインフラの有効活用の方策 
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医療情報DB 


難病DB 


NCD 


地域の医療・介護情報
連携ネットワークの構


築・普及 （例） 
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急性期から在宅医療介護までの機能分化と連携の推進や、地域包括ケアシステムの構築に寄与するような、ICT技術を活用した医


療機関間や医療機関と介護事業所との間の情報共有が全国の各地域で効率的に行われ、住民が住み慣れた地域で安心して暮
らすことができる。 
  


医療等分野におけるICT活用の将来イメージ（10年後の姿） 


かかりつけ医 


介護事業所 


在宅療養担当医 
薬局 


訪問看護ST 


病院 
PMDAや 
研究機関等 


行政機関 


保険者 


医療情報連携ネットワーク 


状態にあった質の高い 
医療・介護サービスを 
効率的に受けられる 


自分の健康情報を 
活用して健康増進 


病院の検査結果を診療に活用。紹介・逆紹
介により、患者を継続的に診察 診療所等での過去の診療情報を活


かして救急医療等に対応 


治療方針や病状を理解し、 
本人の状況・状態に応じた、 


より質の高いケアを行うことが可能 


状態の変化をタイムリーに 
把握可能。生活状況が 


分かることで、投薬や処置の効
果を把握しやすくなる 


保険者による効果的な情報活用 
により、加入者の健康増進。 


医療費も効率化 


効果的な情報分析に 
よる政策の立案・運営 


医療の質向上のための 
分析研究の発展 


全ての医療保険者において
ICTを活用した情報分析等に


基づく効果的な保健事業が実
現されることにより、加入者の
健康増進や医療費の適正化
が図られる。 


社会保険制度を基盤とする大規模データに
ついて、多角的かつ高度な分析手法が確立
されることにより、医療等分野における政策
がさらにエビデンスに基づいた適確なものと
なり、様々な社会資源が効果的・効率的に
活用される。 


我が国の医療・介護制度における様々な側面
において、情報利活用の基盤が整備され、情
報利活用や分析の高度化を推進。これにより、
様々な情報が、医療技術や医療の質の向上、
医学研究の発展というかたちで国民に最大限
還元。 


必要な環境整備が行われた上で、医療情報の番号制度が導入され、データの長期追跡性の向上、分野横断的な情報利活用・
分析が可能となる。 
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参考資料 
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医療情報連携ネットワーク(※1)の普及促進のための標準モデルの確立 


※1：医療機関等の間で患者の診療情報に関するデータを共有する取組みのこと。 
※2：現在、全国に約160件の地域医療ネットワークが形成されている。（内閣官房IT総合戦略室調べ） 
※3：「標準モデル」の要素としては、例えば、相互運用性（標準規格に基づき、ネットワークの間で情報を相互利用できること）や持続可能性（システム


低廉化、運営体制の確立など自立性が確保され、ネットワークの運営が長期に渡り持続可能であること）のほか、全国共通で共有すべき最低限の情報項
目が標準的な形式で共有されること等が考えられる。 


※4：平成26年通常国会に提出されている医療介護総合確保推進法案では、都道府県による地域医療構想の策定や、新たな財政支援制度（都道府県に基金
を設置）が盛り込まれている。こうした政策的枠組みと整合性を図る。 


現在の課題 
 


期待される効果 
 


全国各地でネットワークが
構築されつつあるが(※2) 


×維持費用が高く、取組み
が続かない 


×近隣のネットワークと情
報共有できない 


といった課題を抱えるもの
も存在 


「標準モデル」 
の確立 


(※3) 


＋ 


財政支援 
による普及 


(※4) 


◎ 維持費用が低廉で、 
 取組みを継続できる 
◎ より広域で診療情報を
共有できる 


ネットワークが展開 


✔ ネットワークの普及促進と、 
 サービスの質の向上と効率化 


メリットup 
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本人自宅 


在宅医療・介護は、多様な職種が様々な時間帯に患者の自宅を訪問してサービスを行うため、関係者が一同に会する機会は必ず
しも多くない。患者の日常の様子や状態の変化をタイムリーに把握するためには、タブレット端末等、ITを活用した情報共有の効果
が高い。 


提供情報の例 
・生活状況・状態 
・服薬状況 


提供情報の例 
・病状説明 
・薬 「こんなことに 


注意してください」 


「こんなことがあったら医
師に連絡を」 


「こんな様子で 
お過ごしです」 


「このような症状を
訴えています」 


・退院直後から終末期まで、状態の変化をタイム 
 リーに把握し、適時に対策をとることが可能に 
・生活状況が分かることで、投薬や処置の効果を 
 把握しやすくなる 


治療方針や病状を理解し、本人 
の状況・状態に応じた、より質 
の高いケアを行うことが可能に 


在宅医療 
関係機関 


在宅介護事業者 
（ケアマネジャー等） 


・住み慣れた自宅等で本人の状況・状態に合った、より質の 
 高い医療・介護を受けることができる 
・同じ説明を様々な事業者に行う必要がなくなり負担も軽減 


在宅医療と介護が連携するための情報共有システムは、地域の様々な事業者が利用することで大きな効果が期待できる。異なる
システムでも必要な情報を交換できるよう、国として、標準化の推進に取り組む。 


Ｂ社システムを利用し
ている歯科医師や 


地域包括支援センター
が発信した情報を確認
できる。 


Ａ社システムを利用し
ている主治医や看護
師が発信した情報を
確認できる。 


 複数の情報共有システムで連携し、患者（利用者）の必要な情報を安全に相互転送することが可能となる。 


Ａ社システム Ｂ社システム 


ケアレポート 


フェイスシート（利用者の基本情報） 


等 
ケアレポート 


フェイスシート（利用者の基本情報） 


等 


9 


在宅医療・介護の情報共有 








平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 


(実証事業その他実施準備) デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
事
例
集 


作
成
・公
表 


「健
康
保
険
法
に
基
づ
く


保
健
事
業
の
実
施
等
に


関
す
る
指
針
」
の
改
定 「データヘルス計画」の実施 


（第１期の終期はＨ２９年度） 
全ての健保組合で「データヘ
ルス計画」の作成に着手 


「データヘルス計画」の実施 
（第１期の終期はＨ２９年度） 


一部の健保組合等にてモデル的
「データヘルス計画」作成 


事例集及びモデル的データヘルス計画を参考に作成 


＜今後の取組み＞ 


普及・指導事業 


※ 協会けんぽ、市町村国保等においても 
  同様の取組みを実施 


健診ﾃﾞｰﾀで把握 


(HbA1c 8%-) 


(HbA1c  
 6.5%-8%) 


ﾚｾﾌﾟﾄﾃﾞｰﾀで把握 


通院６回未満 通院６回以上 


○先駆的な取組例 （レセプト・特定健診データの活用により対象者を的確に抽出） 


  


通院０回／年 


血糖ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
本人同意
を得て、
教育入院
させる 


＊名 ＊名 ＊名 


＊名 ＊名 ＊名 


初回受診を勧奨 定期的受診を勧奨 
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＜現状と課題＞ 
○ レセプトの電子化に伴い、保険者による加入者の医療費分析が可能となった。 
○ しかし、実際にデータ分析に基づく保健事業を実施している健保組合はまだ少ない。 
→ 保険者によるレセプト等データの利活用を推進する 


平成26年度予算額：3.6億円（新規） ※健保組合及び協会けんぽ 


保険者によるレセプト等データの利活用推進 







 日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）を踏まえ、健康保険法に基づく厚生労働大臣指針（告示）が改正され、全ての健
康保険組合等に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計
画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保等が同様の取組を行うことを推進することとした。 


データヘルス計画：医療保険者による、レセプト・健診情報等のデータの分析に基づく、効率的・効果的な保健事業
をＰＤＣＡサイクルで実施するための事業計画 
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平成26年度予算額：6.6億円（1.7億円） ※一部再掲 


（参考）「レセプト等のデータ分析に基づく保健事業（データヘルス）」の推進 


Plan（計画） Do（実施） 


Check（評価） Act（改善） 


・健康課題の分析 
・保健事業の企画 


・保健事業の実施 


・保健事業の検証 ・保健事業の修正 


Ｐ（計画）：健康・医療情報を分析し、加入者の健康課題を明確にした上で、事業内容を企画すること 
Ｄ（実施）：費用対効果の観点も考慮しつつ次の取組を実施すること 
      ・加入者に自らの生活習慣等の問題点を発見しその改善を促すための一次予防の取組 
      ・生活習慣病の発症を予防するための特定保健指導等の取組 
      ・生活習慣病の症状の進展及び合併症の発症を抑えるための重症化予防の取組 
      ・その他、健康・医療情報を活用した取組 
Ｃ（評価）：客観的な指標を用いて保健事業の評価を行うこと 
Ａ（改善）：評価結果に基づき事業内容等を見直すこと 







＜現状と課題＞ 
○ 隠れた副作用の発見、副作用の定量的な把握のため、10の拠点病院にデータベースを構築し、
（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）に情報分析システムを構築する事業を平成23年度より
5年計画で実施中。 


○ 1,000万人規模のデータ収集を目指し、さらなるデータ量の集積が必要。 
→ 医療情報データベースの構築と拡充に取り組むとともに、積極的な活用を検討。 
 


＜今後の取組み＞ 
・ 医療情報データベースシステムの構築： 
 医療情報データベースシステムについて、26・27年度で試行運用を行う。 


・ 医療情報データベース分析手法高度化事業（図１）： 
 医療情報データベースのデータを活用した効果的な医薬品等の安全対策の実施のため、
疫学的手法を用いた活用方法の高度化を推進する。 


・ データ検証（バリデーション）事業（図２）： 
 各拠点病院に保管されるカルテ情報等をもとに、医療情報データベースより抽出された
情報の正確性等その信頼性の検証（バリデーション）を行う。 


ＰＭＤＡ 


ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 


海外情報 


ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 


ﾃﾞｰﾀの抽出 


検証結果の 
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 


検
証 


ｶﾙﾃとの 
照合作業 
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拠点病院 


拠点病院 


拠点病院 


拠点病院 


       
DB 
 


       
DB 
 


       
DB 
 


       
DB 
 


全国 
10拠点 


 
 
 
 
 
 
 


DB 


電子 
カルテ 


レセプト 


オーダ 
検査 
結果 


拠点病院 
医療情報データベース 


システム 協力 


迅速で的確な安全対策 


情報分析 
システム 


ＰＭＤＡ 
安全性情報の収集・分析 


研究者・ 
製薬企業 


データ 
抽出依頼 


結果 


（図１） 


（図２） 


平成26年度予算額：2.2億円（3.8億円） 


医療情報データベースを活用した医薬品等の安全対策の推進 
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＜現状と課題＞ 
○ 医療の質の向上や研究基盤の強化を進めるため、ビッグデータの利活用推進が課題。 
→ NDB（※）データの活用を促進する （※）NDB：ナショナルデータベース（「レセプト情報・特定健診情報等データベースシステム」）。 


NDBデータとは、国が保有するレセプト情報、特定健診情報及び特定保健指導情報のデータ。 


ＮＤＢ 


研究者等 


研究者向けＮＤＢデータ分析施設の設置 
分析ツールの開発 


（分析・研究環境の提供） 


○  ＮＤＢデータ第三者提供円滑化事業： 
  研究者向けＮＤＢデータ分析施設を設置（関東・関西各
１か所の計２か所）する。 


○  ＮＤＢデータ提供の申出者範囲の見直しの検討： 
    平成25年9月からNDBデータ提供の申出者の範囲について、


「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」において検討を
行っている。 


＜今後の取組み＞ 


医 


療 


機 


関 


審査支払機関 


保 


険 


者 


出口 


 
 
 


レセプト情報 
サーバ 


 
 
 
 
 
 


用
途
に
応
じ
て 


集
計
・加
工
等
を 


行
っ
た
上
で
活
用 


入
口 


※電子データにより請求されるものを収集 


匿名化処理 


国の保有する 
データベース 


（参考）レセプトデータの収集経路 


平成25年10月時点 
約69億件 


平成26年度予算額：0.4億円（新規） 


国が保有するレセプト等データの利活用推進 
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介護・医療関連情報の「見える化」の推進 


データ項目 大分類 


1 要介護認定情報 


2 介護保険レセプト情報 


3 日常生活圏域ニーズ調査情報 


4 地域別推計人口 


5 公的統計 小地域メッシュ情報 


6 調査研究結果データ 


7 医療保険レセプト情報 


8 施策情報 


 ・・・ 


介護保険総合 
データベース 
（老健局） 


事業所 


地域包括ケア「見える化」システム 
Input（情報入力元） 


現状分析結果 
 


国保連 


保険者 
（市区町村） 


介護レセプト 


認定情報 


 システム機能 


現状分析 
支援機能 


サービス供給量分析 


日常生活圏域調査等基礎調査分析機能 


 ・・・ 


 ・・・ 


施策検討・ 
計画策定 
支援機能 


課題見える化機能 


将来サービス量・給付費等推計機能 


課題・施策情報等共有機能 


 ・・・ 


計画実行 
支援機能 


計画遂行管理機能 


事業実施状況公表機能 


 ・・・ 


総務省／ 
社会保障・人口問


題研究所 


国勢調査等 
公的統計情報 


Output（情報利活用） 


保険者 
（市区町村） 


施策 


計画 


地域包括支援
センター 等 


日常生活圏域ニーズ調査
分析結果 等 


介護保険事業 
実施状況 等 


厚生労働省 
老健局 


・
・
・
 


情報共有 


事業所 


国民 


NDB 


調査研究等 


地域包括ケアシステムの構築に向けて、全国・都道府県・二次医療圏・老人福祉圏・市町村・日常生活圏域別の特徴や課題、取
組等を客観的かつ容易に把握できるように介護・医療関連情報の共有（「見える化」）のためのシステムの構築等を推進する 


平成26年度予算 ４億円 
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健康・医療・介護分野におけるＩＣＴ化の推進について 


 


平成 26年 3月 31日 


厚生労働省 


 


Ⅰ．現状 


 


  我が国の社会環境は、少子高齢化の進展、家族形態の変容や働き方の多様化等大きく変


化してきている。医療、介護等の社会保障制度も、こうした変化に対応すべくこれまでに


も様々な医療制度等の改革を行ってきた。平成 24年２月には、消費税の引上げによる社


会保障の財源確保と、各種の社会保障制度改革の方向性を示した社会保障・税一体改革大


綱が閣議決定され、８月には関連法案が成立した。さらに、平成 25年 8月にとりまとめ


られた社会保障制度改革国民会議の報告書では、自助・共助・公助の最適な組合せ、社会


保障の機能の充実と給付の重点化・効率化、負担の増大の抑制などの実現を目指すことを


柱に、確かな社会保障制度を将来世代に伝えるための今後の社会保障制度改革の方向性が


示された。 


一方、ICTをはじめとした技術は、日進月歩で発展している。近年、モバイル化の進展


やクラウドサービスの普及等により、ネットワーク活用の可能性が広がりつつあるとと


もに、ビッグデータやオープンデータといった情報の活用について、新たな付加価値創


造への期待が高まっている。政府としては、平成 13年に高度情報通信ネットワーク社会


推進戦略本部（IT戦略本部）を設置して以来、こうした技術を活用した高度な IT利活用


社会の実現に向けた議論を続けてきた。 


医療等分野（健康・医療・介護分野をいう。以下同じ。）においても、こうした ICT が


課題解決のためのツールとして適切に応用されれば、社会資源を有効に活用し、より質


の高いサービス提供の実現に資することができるものと期待されている。このため、厚


生労働省においては、これまで、「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」


（平成 13年 12月）や、「医療・健康・介護・福祉分野の情報化グランドデザイン」（平


成 19年 3月）を策定し、レセプトオンラインの推進や、レセプト・特定健診情報のデー


タベースの構築などを実現するとともに、様々な実証事業により、ICT活用の可能性を探


ってきた。 


本文書は、平成 25年 6月 14日に閣議決定された「世界最先端 IT国家創造宣言」（以


参考資料１ 
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下「IT戦略」という。）を踏まえ、厚生労働省として、医療等分野における ICT化の将来


像とその実現に向けた具体的方策を明らかにするものである。 


 


 


Ⅱ ICT化に関する基本的な考え方 


 


IT戦略においては、「情報通信技術（IT）は、あらゆる領域に活用される万能ツールと


して、イノベーションを誘発する力を有しており、我が国 GDP の約７割を占めるものの


低い水準にとどまっているサービス産業の生産性の改善を始め、成長力の基盤となる生


産性の向上に資することはもちろん」、「経済再生や社会的課題解決にも大きく貢献する


もの」とし、世界最高水準の IT 利活用社会を実現するための各種取組を進めることとさ


れた。また、このうち医療等分野については、医療情報連携ネットワークの普及や介護


サービスの客観的な評価とサービス内容の向上に資する取組を通じた、効果的・効率的


で高品質な医療・介護サービスの展開や、現役世代からの健康増進等、医療・健康情報


等の各種情報の活用推進により、健康長寿社会の実現を目指すこととされている。 


ICTの進歩は、情報連携・情報提供の迅速化・効率化・質の向上や、膨大な情報の蓄積・


分析手法の高度化に大きく寄与する一方で、医療等分野における ICT の利活用は、医療


機関等における基盤整備に一定の費用がかかるとともに、取り扱われる情報は国民にと


って機微な情報も多いことから、国民や医療機関等がメリットを実感できるかたちで進


めていく必要がある。また、厚生労働省として、医療等分野の ICT 化を効果的に進めて


いくためには、社会保障制度改革の方向性を踏まえ、医療等分野における課題に対して


ICTをどのように活用していくのかを明らかにした上で、施策を進めていくことが重要で


ある。 


 


 


Ⅲ 今後の医療・介護等制度改革の方向性 


 


  平成 25 年 8 月 6 日に社会保障制度改革国民会議においてとりまとめられた「社会保障


制度改革国民会議報告書 ～確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋～」では、少


子高齢化の進展、社会保障給付費の増大等を踏まえ、今後の社会保障制度の改革の方向性


が示された。 
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○ 背景 


当該報告書においては、高齢化の進展により、疾病構造の変化を通じ、必要とされ


る医療の内容は、「病院完結型」から、地域全体で治し、支える「地域完結型」に変


わらざるを得ないとされている。また、日本の医療機関は、西欧等と異なり、私的所


有が中心であるため、政府が強制力をもって改革できない、市場の力でもなく、情報


による制御機構をもって医療ニーズと提供体制のマッチングを図るシステムの確立


を要請する声が上がっている点にも留意しなければならない、とされている。  


さらに、これまで、日本の医療は世界に高く評価されるコストパフォーマンスを達


成してきたが、多額の公的債務があることを踏まえれば、必要なサービスを将来にわ


たって確実に確保していくためには、医療・介護資源をより患者のニーズに適合した


効率的な利用を図り、国民の負担を適正な範囲に抑えていく努力が必要であるとされ


ている。  


 


○ 改革の方向性  


こうした背景を踏まえ、当該報告書においては、医療改革は、提供側と利用者側が


一体となって実現されるもの、「必要なときに必要な医療にアクセスできる」という


意味でのフリーアクセスを守るためには、緩やかなゲートキーパー機能を備えた「か


かりつけ医」の普及は必須であるとされており、医療を利用するすべての国民の協力


と国民の意識の変化が求められると提起されている。  


また、急性期医療を中心に人的・物的資源を集中投入し、早期の家庭復帰・社会復


帰を実現するとともに、受け皿となる地域の病床や在宅医療・介護を充実することや、


川上から川下までの提供者間のネットワーク化が必要不可欠であるとされている。 


さらに、医療・介護の在り方を地域毎に考えていく「ご当地医療」が必要であると


されている。  


また、データ分析等を政策に活用していくことについても、QOL を高め、社会の支


え手を増やす観点から、健康の維持増進・疾病の予防に取り組むべき、ICT を活用し


てレセプト等情報を分析し、疾病予防を促進することが提言されている。 


 
 ※社会保障制度改革国民会議「社会保障制度改革国民会議 報告書（概要）」（平成 25年 8月 6日）より 


 


医療等分野における ICT 化の推進に当たっては、上記のような、全体として今後目指
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すべき方向性を踏まえる必要がある。 


地域の医療機関や介護事業所の連携による患者の状態にあった質の高い医療や介護の


提供のため、迅速かつ適切な患者・利用者情報の共有に ICTを活用していくことや、ICT


を用いた情報分析・活用によって、国民の健康管理、医療・介護サービスの質の向上、


施策の重点化・効率化、医療技術の発展等を図ることは、重要な視点であると考えられ


る。 


 


 


Ⅳ 医療等分野における ICT化の今後の方向性 


 


１．目指すべき将来像（10 年後の将来） 


 


  今後、我が国は、社会の変化に即応し、医療・介護の質の向上と国民の健康づくりを推


進するとともに、社会保険の持続可能性を確保していくために、国、自治体、医療機関、


介護事業者、保険者、国民が一丸となって、情報共有や情報の利活用の高度化を進め、情


報による付加価値を高めていくことができる社会を目指す必要がある。概ね 10 年後の将


来像として、以下のような社会の実現を目指していく。 


 


 ○ 急性期から在宅医療介護までの機能分化と連携の推進や、地域包括ケアシステムの構


築に寄与するような、ICTを活用した医療機関間や医療機関と介護事業所との間の情報


共有が全国の各地域で効率的に行われ、住民が住み慣れた地域で安心して暮らすことが


できる社会が実現される。 


 


 ○ 全ての医療保険者において ICT を活用した情報分析等に基づく効果的な保健事業が


実現されることにより、加入者の健康増進や医療費の適正化が図られる。また、自らの


医療・健康記録を健康の維持増進等に活用する取組が推進され、個人個人の健康増進に


関する意識が高まるとともに、健康寿命の延伸が図られる。 


 


 ○ 社会保険制度を基盤とする大規模データについて、多角的かつ高度な分析手法が確立


されることにより、医療等分野における政策がさらにエビデンスに基づいた適確なもの


となり、様々な社会資源が効果的・効率的に活用される。 
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○ 健康づくり、予防接種、研究開発、がんや難病等の治療の向上、医薬品の安全対策、


医療・介護資源の重点化・効率化など、我が国の医療・介護制度における様々な側面


において、必要なデータベース等の情報利活用の基盤が整備され、情報利活用や分析


の高度化を推進する。これにより、様々な情報が、医療技術や医療の質の向上、医学


研究の発展というかたちで国民に最大限還元される。 


 


○ 医療情報を全国規模でやりとりできるシステム環境の整備、医療情報の利活用と保護


を図るために必要な措置、番号を付した医療情報が全国規模でやりとりされることへ


の国民的理解など、必要な環境整備が行われた上で、医療情報の番号制度が導入され、


医療現場における治療での活用や情報の長期追跡性の向上が図られるとともに、分野


横断的な情報利活用・分析が可能となる。 
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２．基盤整備に関する考え方と官民の役割分担 


 


  医療等分野における ICT 化は多面的に進めていく必要があるが、大別すれば、「データ


利活用や情報連携のための ICT基盤となる仕組みづくり」と「データ利活用や情報連携の


コンテンツ」に分けることができ、官民の役割分担と連携により、これらを進めていく必


要がある。 


具体的には、個人情報の保護と利活用のためのプライバシールールや、情報共有をよ


り効率的に行うための通信方式・用語・コード等の標準化といった「データ利活用や情


報連携のための ICT 基盤となる仕組みづくり」は、社会インフラとして、政府が積極的


に関与し、制度・基盤整備を行っていく必要がある。他方、社会保険制度に基づく大規


模データの分析や、医学研究のためのデータベース、医療情報連携ネットワークの構築


といった「データ利活用や情報連携のコンテンツ」については、官と民がそれぞれ役割


分担しつつ連携して推進していくべきものと考えられる。 


  これらの基本的な考え方の下、各種政策を推進していく。 
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Ⅴ 医療等分野における ICT化の今後の具体的方策 


 


 上記の中長期的な将来像に向けて、概ね今後５年間について以下のような取組を行い、将


来像へ向けたステップとする。 


 


１．医療情報連携ネットワークの普及促進による医療の質の向上と効率化の実現 


 


（１）政策の方向 


上述のように、住民が、住み慣れた地域で安心して質の高い医療や介護サービスを受


けながら生活していけるような社会を目指し、地域における医療機関や介護事業者等の


間で必要な情報連携を進めていくことは大変重要である。ICTを活用したネットワークを


構築することで、こうした情報連携を効果的に進め、地域における医療・介護の提供に


寄与する取組を推進する。 


なお、これまで、各種の実証事業・補助事業により、各地域でネットワークの構築が


進められ、また、SS-MIX（既存の院内情報システムで発生・送信される主要な情報を、


標準的な形式・コード・構造で蓄積する仕組み）や各種標準規格の策定・普及等により、


連携の基盤整備を目指してきた。こうした取組を通じ、各種の情報連携について、情報


技術上可能であることや、地域住民の一定の理解が得られることが示されてきており、


こうした実証フェーズから、普及・定着に軸足を移していくべきであると考えられる。 


 


（参考）各地域で構築され稼働しているネットワークの例 


・主に病診連携・病病連携を行うもの 


中核病院の電子カルテ情報を地域の診療所が参照することにより、診療所でのより継続性


のある診療を可能とするもの（長崎あじさいネット等） 


・主に救急医療に対応するもの 


救急医療に必要な患者の最低限の情報をカード等に記録しておき、救急の際に、その内容


を把握することで円滑な搬送先医療機関の選定及び医療機関での迅速な治療の開始が可能と


なるもの（MEDICAを活用した岐阜県内のネットワーク等） 


・主に在宅医療・介護の連携を行うもの 


在宅医療担当機関と介護事業所による情報共有や、医療機関からのリアルタイムの指示、


回答を可能とすることにより質の高い介護の提供等を可能にするもの（尾道地域医療連携モ
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デル等） 


・レセプトコンピュータを活用して診療所の情報も含めた共有を行うもの 


診療所のレセコンから情報を取り出すことにより、病院のみならず診療所も含めたミニマ


ムデータの共有を行うもの（宮古市のネットワーク等） 


 


（２）医療情報連携ネットワークの４つの課題と５つの取組 


 ① ４つの課題 


   医療情報連携ネットワークについては、上述のように、実証事業等により構築が進め


られてきたところであるが、今後、普及・定着に向けた取組を行っていくに当たって、


以下のような課題を解決していく必要がある。 


 


  ⅰ） 現状では、一旦構築されたネットワークが継続されないなど、システムの構築・


運営に係る費用負担の問題等も含め、効果的に稼働されないケースも散見される。持


続可能性が高く、真に効果的なネットワークを普及していくことが重要である。 


 


  ⅱ） 各ネットワークごとにシステム構造が異なることにより、必要な場合の近隣のネ


ットワークとの間での情報共有が、必ずしも進まないことが考えられる。ネットワー


ク間の情報の相互利用性を高めていくことが重要である。 


 


  ⅲ） 各ネットワークでは、主に規模の大きな医療機関からの情報提供により連携が行


われている。患者・利用者を地域で支えていくためには、今後は、診療所も含めたよ


り多くの医療機関等による双方向の情報連携が重要である。 


 


  ⅳ） 一人ひとりの住民の医療、健康記録をその本人が利活用していく仕組みが必ずし


も構築されていない。医療の安全の向上、健康維持・増進等のためには、医療、健康


記録の個人による利活用を進めていくことが重要である。 


 


 ② ５つの取組の推進 


   上記の課題を解決するため、地域で診る、地域で見守る医療情報連携ネットワークが


全国に普及・展開されるよう、以下の５つの取組を積極的に推進する。 
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ⅰ） 目指すべきネットワークモデル（標準モデル）の確立・普及 


 前述のとおり、医療情報連携ネットワークは実証フェーズから普及・定着に軸足


を移していくべきであり、上記の課題の解決を図りつつ、全国規模での普及・展開を


進めるためには、医療情報連携ネットワークが備えるべき標準的な要素を定めること


により、連携目的に関わらず共通的に活用できる情報連携基盤として、持続可能なも


のとしていくことが必要である。こうした医療情報連携ネットワークが全国各地で構


築されることにより、情報連携が効率的に行われ、より多くの患者が情報連携の恩恵


を受けられるようになるとともに、大規模災害時に地域を超えて医療協力を行う際に


も最低限必要な患者情報を円滑に入手することが可能となる。 


具体的な取組としては、全国各地のネットワークの構築状況、ネットワークの目的


や共有している情報項目、参加機関数、同意取得の方法、現在の稼働状況及び効果等


について、平成 26 年度に調査・分析を行う。さらに、全国に普及すべきネットワー


クモデルとしての「標準モデル」を確立するための検討を行う。「標準モデル」の要


素としては、例えば、相互運用性（標準規格に基づき、ネットワークの間で情報を相


互利用できること）や持続可能性（システム低廉化、運営体制の確立など自立性が確


保され、ネットワークの運営が長期に渡り持続可能であること）のほか、全国共通で


共有すべき最低限の情報項目が標準的な形式で共有されること等が考えられる。 


 


また、平成 26 年通常国会に提出されている医療介護総合確保推進法案では、都道


府県による地域医療構想の策定や、新たな財政支援制度（都道府県に基金を設置）が


盛り込まれている。こうした政策的枠組みと整合性を図りながら、上記の「標準モデ


ル」の普及促進を進める。 
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ⅱ） 在宅医療・介護を含めた標準規格の策定・普及等  


より多数の医療機関等による連携や、ネットワーク間における連携を容易にし、


広域での地域医療連携に対応するため、ICTを利用した情報交換等のための標準規格


の策定・普及を推進する。 


具体的には、国際標準規格（※）を踏まえた、システム上での患者の同一性確認


や、当該患者の医療情報を交換するための標準規格を確立するとともに、既に各施設


で広く普及しているレセプトコンピュータに登録された診療情報を共有可能とする


ためのインターフェース規格案の策定に取り組む。 


また、在宅医療・介護の分野では、医師、訪問看護師、薬剤師等の多様な職種が


様々な時間帯に患者の自宅を訪問してサービスを行うため、患者の日常の様子や状態


の変化をタイムリーに把握するための IT を活用した情報共有が効果的であると考え


られる。今後、こうした地域での取組が、相互に運用しやすいかたちで普及していく


一環として、在宅医療・介護分野における、共有すべき情報項目の標準化、情報交換


方法などの標準規格の策定を目指す。 


（※）PIX/PDQ：患者 IDの相互参照、患者基本情報の問い合わせを行うための仕組み  


XDS：施設間で登録方法を共有することで、特定の患者の様々な診療情報を共有する方法 


XCA：複数のネットワークシステム間で診療情報を共有する方法 


 さらに、適切な服薬指導や今後の処方・治療への活用が可能となるような、処方・


調剤情報や付帯情報（診療情報やアレルギー等）の医師と薬剤師との間での共有を促


進するとともに、電子処方箋について、現在行っている実証事業の結果を踏まえつつ、


患者の利便性の向上や調剤業務の効率化、安全確保等に十分資するためのガイドライ


ンを策定し、平成 27年度までに導入を図るべく検討を進める。 


 


ⅲ） クラウド技術の活用などによる費用低廉化モデルの構築  


クラウド等の最新技術を用いることによる設備投資にかかる費用の低廉化策の検


討及びこうした技術を安全に利活用するためのルールづくりの進捗状況を踏まえ、実


証事業によるネットワークモデルの構築を図るべく検討を進める。 


 


ⅳ） 個人による疾病・健康管理の推進  


  医療安全の向上や、個人個人の健康増進に関する意識の向上、健康寿命の延伸を
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図るため、患者・個人が自らの生涯の医療・健康情報を継続的に管理し利活用する仕


組みを推進する。具体的には、糖尿病や高血圧等の生活習慣病に係る ICTを活用した


手帳について、利活用の確立・普及のための実証事業を行う。また、より多くの希望


者に対して電子版の「お薬手帳」を提供できるよう引き続き普及・拡大に取り組む。 


  さらに、個人に対する情報提供の一環として、疾病・ワクチンに関する情報、接


種スケジュール、接種歴等の情報を個人のパソコンやスマートフォン等に送信するな


どの情報提供サービスの構築のため、自治体の好事例を調査し、紹介するなど、予防


接種における情報提供の電子化サービスの取組みを支援する。 


 


ⅴ） 遠隔医療の推進  


遠隔医療システムを通じて、専門的な知識を持った医師の知見を取り込むことがで


きる等により、医療サービスの質の向上が期待できる。例えば、放射線科専門医や病


理専門医が不足する地方の医療機関においては遠隔画像診断や遠隔病理診断のよう


な取組が進められている。患者がより質の高い医療サービスを受けるために必要な遠


隔医療を推進することは、重要である。 


このため、遠隔医療システムの導入に対する補助事業を引き続き実施し、医療機関


のシステム構築を支援するとともに、平成 26 年度より医療・介護事業者等を対象と


した遠隔医療研修を実施し、医療・介護従事者のリテラシーの向上を図る。また、地


域の特性に応じた遠隔医療の提供を推進するため、各地域における取組事例の収集・


分析を行い、上記の研修事業での活用を含め、関係者への情報提供を行う。 


 


 


２．医療等分野の様々な側面における情報分析と利活用の高度化の推進 


 


（１）政策の方向 


今後の医療・介護政策においては、エビデンスに基づく効果的な施策立案、医療技術


の向上、医学研究の推進に取り組むことが不可欠である。 


そのためには、日々蓄積されていく医療等分野の情報について、健康づくり、予防接


種の円滑化、研究開発、がんや難病等の治療の向上、医薬品の安全対策、医療・介護資


源の重点化・効率化など、我が国の医療・介護制度における様々な側面において情報が


効果的・効率的に利活用される必要がある。情報利活用のためのルールの整備や標準化、
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基盤構築がなされるとともに、高度な分析手法等が確立・普及し、エビデンスに基づい


た政策、効果的な保健事業、新たな研究等が進むことで、情報の利活用の効果が国民に


還元される社会を実現する。 


 


（２）３つのフェーズと９つの取組 


   医療等分野における情報の利活用や分析の高度化が最大限国民の利益として還元さ


れるためには、主に、「国や地方公共団体による医療・介護政策への反映」、「保険者等


による個人の健康増進に関する取組への活用」、「治療技術等の医療の質向上や研究開発


促進への活用」といったフェーズがある。 


 


① 国や地方公共団体による医療・介護政策への反映 


ⅰ） レセプト情報・健診情報等データベース  


    データベースに集積されているレセプト情報、特定健診情報、特定保健指導情報に


ついては、その利用目的に即しつつ、政策や研究の発展のため活用している。 


医療費適正化計画の作成等にあたっては、国から都道府県に対して、その要望も


踏まえ、地域の健康状況等に関する情報を提供している。今後は、都道府県による


情報の利活用をさらに促進するため、情報の有効な利活用方法に関する技術的助言


等を国においてより一層活発に行う。また、こうした情報等を地域医療構想（ビジ


ョン）の策定等の医療政策に活かしていく。 


一方で、研究等を目的とした第三者提供については、これまで、試行的実施から


恒久的実施へと切り替え、審査を年２回に定期化するとともに、情報提供の申出の


募集時期を明確化するなど、より利用しやすい環境づくりに努めてきた。今後は、


さらなる利活用を促進するため、研究者が高いセキュリティレベルが確保された大


規模な分析機器や施設を準備しなくても NDB を活用した分析等ができるよう、セキ


ュリティ環境を整備したオンサイトセンターを整備するとともに、公益性を有する


研究を行う者に対して提供を行うことを前提としつつ、提供範囲の拡大等について、


平成 26年度内に検討し結論を得る。 


 


ⅱ） 介護・医療関連情報の「見える化」の推進  


地域包括ケアシステムの構築に向けて、全国・都道府県･二次医療圏・老人福祉圏・


市町村・日常生活圏域別の特徴や課題、取組等を客観的かつ容易に把握できるよう
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に、介護・医療関連情報を、国民も含めて広く共有（「見える化」）するためのシス


テム構築等を推進する。 


平成 26年２月末から地域包括ケア「見える化」システム（プロトタイプ）の運用


を開始したところであり、地方自治体はインターネットを経由することにより利用


することができるようになった。これにより、 


・ 地方自治体が地理情報システムを活用することで、介護保険事業の現状等につ


いて、全国・都道府県・市町村・日常生活圏域別の比較を視覚的にも分析可能に


なるとともに、 


・ 分析で把握される同様の課題を抱える保険者等において取り組まれている施策


等についての情報提供をすることにより、 


従来以上に保険者は介護保険事業を総合的に運営することが可能になる。 


平成 26年度以降は、医療関連情報と併せて、国民も含めて広く共有（「見える化」）


するためのシステムの構築等を推進することとしている。 


これらを通じて各地方自治体が地域の実情を踏まえたエビデンスに基づく政策を


推進できる環境を実現する。 


 


② 保険者による個人の健康増進に関する取組への活用  


医療保険者が、レセプト・健診情報等の情報を活用し、加入者に対して効果的かつ


効率的な保健事業を実施できるよう、 


・ 被用者保険においては、平成 25年度中に「健康保険法に基づく保健事業の実施


等に関する指針」（告示）を改正し、全ての健保組合及び協会けんぽに対し、平


成 26 年度中にレセプト・健診情報等を活用した「データヘルス計画」を作成・


公表し、平成 27年度から事業を実施するよう求めるとともに、 


・ 国民健康保険等においては、平成 25年度中に「保健事業の実施等に関する指針」


（告示）を改正し、市町村国保等が、平成 26 年度より保健事業の実施計画につ


いて所要の見直し等を行い、順次、レセプト・健診情報等の情報分析に基づく保


健事業を実施することを推進する。また、市町村国保等におけるレセプト・健診


情報等の情報分析に基づく保健事業を支援するための有識者等からなる支援体


制が中央・都道府県レベルで整備されるよう、平成 26年度より財政支援する。 


 


③ 治療技術等の医療の質向上や研究開発促進への活用 
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ⅰ） 医薬品等の安全対策のための医療情報データベース  


隠れた副作用の発見、副作用の定量的な把握のため、10の拠点病院にデータベース


を構築し、医薬品医療機器総合機構に情報分析システムを構築する基盤整備事業を平


成 23年度より 5年計画で実施しているが、1,000万人規模の情報収集を目指してのさ


らなる情報の質・量の充実や、情報分析手法の高度化が必要である。 


平成 25 年度からは、データベースシステムを導入した拠点病院より順次情報蓄積


を開始し、それと並行して、病院に保管されるカルテ情報等をもとに、医療情報デー


タベースより抽出された情報の正確性等の検証を行っている。 


今後、平成 26、27 年度に試行運用を行い、医療情報データベースの情報を活用し


た迅速かつ的確な医薬品等の安全対策の実施のため、疫学的手法を用いた活用方法の


高度化を推進する。 


また、事業の拡充等のあり方について、有識者による検討の内容を踏まえ、長期的


には、国民の健康寿命の延伸のために積極的に活用できるよう、拠点病院の拡充や地


域連携の推進を図り、利活用できる十分な情報を確保する。 


  


ⅱ） 良質な医療の提供に資する情報基盤の整備に向けた関係学会の取組みの支援 


    日本外科学会を中心に手術症例に関する登録事業（ National Clinical 


Database(NCD)）を 2011年から開始し、厚生労働科学研究費でその立ち上げを支援し


た。毎年 100万例を超える情報を収集し、分析を開始しているが、大規模かつ長期的


に情報を収集する体制の構築が難しいほか、内科領域を含めた他の分野でも臨床情報


の収集が必要となっている。 


    今後は、医療の質を向上させるため、日々の診療行為、治療効果及びアウトカムデ


ータ（診療行為の効果）を、一元的に蓄積・分析・活用するための情報基盤を整備す


る関係学会等の取り組みを支援する。 


  


ⅲ） 難病対策等の推進のための患者データベース  


    難病等に関する革新的診断・治療方法を確立するため、全国規模の患者データベー


スを構築し、病態解明、治療法の開発・実用化を目指す研究を推進する。具体的には、


情報の質及び入力率の向上、経年的な情報の蓄積、一元的な情報の管理を行う。 


    また、長期的には、難病研究に携わる研究者等が経年的に蓄積された難病患者等情


報を活用し、病態解明や創薬開発につなげていくことを目指す。 
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ⅳ） がん登録データベース  


平成 25年 12月に成立したがん登録の推進等に関する法律に基づく、全国がん登録


を通じた広範な情報収集により、罹患、診療、転帰等の状況をできる限り正確に把握


するとともに、これらの情報について、民間を含めがんに係る調査研究に活用、その


成果を国民に還元することを目指す。 


 


ⅴ） 予防接種記録データベース  


予防接種法施行令に基づき、個々の市町村で作成、保管している予防接種台帳（予


防接種に関する記録）の電子化の方向性について継続的に厚生科学審議会予防接種・


ワクチン分科会等で検討を行いつつ、市町村の記録保存方法の調査、電子化導入済み


の好事例を紹介し、取組みの支援を図っていく。 


また、将来的に予防接種記録情報を疫学調査やワクチンの研究開発、接種率の全把


握や接種率が低いワクチンの分析等、予防接種施策の発展に活用できるような仕組み


の構築を目指す。 


 


ⅵ） 臨床研究・治験の効率的な実施に向けた取組  


臨床研究・治験の効率化、迅速化及び情報の質の確保のために、電子カルテ等から


必要な情報を電子的に参照・抽出する技術の開発、導入及び標準化等を進める。 


 


 


Ⅵ おわりに 


 


本格的な少子高齢化の進展などにより、社会保障給付費がすでに 100 兆円を超え、2025


年には医療費だけでも 50 兆円を超えることが推計されるなかで、医療介護をはじめとした


社会保障制度の持続可能性の確保に向けた取組が一層重要となっている。、ICT の活用は、


健康寿命の延伸、医療・介護サービスの質の向上と効率化、医療技術の発展や効果的な政策


推進などを実現する上で大きな可能性を持つ「ツール」の一つである。 


我が国の社会保障制度を持続可能なものとしていくためにも、ICTを、自己目的化するこ


となく効率的に活用する取組みを、今後とも推進していく。 


以上 








短期 中期 長期 
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適
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等
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長
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①
効
果
的
・効
率
的
で
高
品
質
な
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
展
開 


実施スケジュール （２．健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会） 


医療情報連携ネットワーク
の全国的な展開【総務省、
厚生労働省】 


 
 
 
 


医療情報連携
ネットワークの全


国展開 


これまでの実証を通じた
成果・課題の洗い出し【総
務省、厚生労働省】 


低廉かつ安全な標準システムに関する検証・確立（データやシステム仕様の標準化、運用
ルールの検討、費用対効果検証等）【総務省、厚生労働省】 


患者・個人が自らの医療・健康情報を利活用する仕組みの推進【総務省、厚生労働省】 


生活習慣病手帳の活
用に関するフィールド
実証 


全国のネットワーク構築
状況に関する調査 


国際標準規格を踏まえた標準規
格案の策定 


クラウド等も活用した
「標準モデル」確立 
低廉なシステムの検証 


「標準モデル」のさらなる発展・精緻
化 


「標準モデル」確立
に向けた中間整理 


レセコンを活用した情報連携のため
のインターフェース規格案の策定 


標準化に向けた議論、普及 


標準化に向けた議論、普及 


さらなる普及策の検討、推進 
各地域における遠隔医療
の取組事例の収集 


実装検証 フィールド実証 


実装検証 


予防接種スケジュールや履歴等の個人へ
の情報提供サービスについて好事例の収
集や紹介を実施 


さらなる普及促進策の検討、推進 


  財政支援等「標準モデル」の効果的な普及策の実施 


遠隔医療研修の実施等を通じた医療・介護従事者のリテラシー向上 


電子処方箋の実現に向けた実証
事業 


ガイドラインの検討・策定 


ロボット技術等の
実証・実用化 


これまでの取組を踏まえた
課題の洗い出し【総務省】 


センサー技術やロボット技術を活用したサービス創出
【総務省】 


センサーやロボットを医療・介護等に活用するためのプラットフォーム
の活用に向けた取り組み【総務省】 


制度等の見直しを実施しつつ引き続きサービスの充実
【総務省】 


高齢者・障がい者向けの通信・放送サービスの充実や字幕・解説番組等の制作促進を図る取り組みを
実施【総務省】 


高齢者・障がい
者向けサービス


の充実 


25 


適切な医療・介
護や生活支援
サービスの提供 


地域包括ケアに関わる多様な主体の情報共有 
・連携の仕組みの確立【総務省、厚生労働省】 


これまでの実証を通じた成
果・課題の洗い出し【総務
省、厚生労働省】 


成果の推進・普及【総務省、厚生労働省】 


情報システムの効果を検証しつ
つ段階的改良による普及発展 
【厚生労働省】 


地方自治体に有益な情報を提供（＝「見える化」）するために、介護保険総合
データベースを含む情報システムの構築・機能強化【厚生労働省】 
 


情報システムの段階的改良による地域包括
ケアに関わる多様な主体との連携のための
情報発信機能の強化【厚生労働省】 


在宅医療・介護分野におけ
る標準化に関する研究 


フィールド実証 標準化に向けた議論、検証、普及 
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②
現
役
世
代
か
ら
の
健
康
増
進
等
、
医
療
・健
康
情
報
等
の
各
種
デ
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活
用
推
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成果の共有 


実施スケジュール （２．健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会） 


構築システムの利活用拡大【厚生労働省】 


医療情報データベースの構築【厚生労働省】 


・副作用の定量的な把握等を可能にするための医療情報データーベースシス
テムの構築 
・疫学的手法を活用したデータの解析方法、利活用の検討 
・システムの本格運用に向けた抽出データの信頼性の検証 


医療・健康情報
等の各種データ


の活用 


これまでの取組を踏まえた
課題の洗い出し【経済産業
省】 


成果の全国展開【総務省、厚生労働省、農林水
産省、経済産業省】 


レセプト情報等の活用に資
するシステム構築（国保
データベースシステム・健保
組合医療費分析システムな
ど）【厚生労働省】 


保険者におけるレセプト情報等に基づく加入者の健康状況等の把
握・分析、データに基づく保健事業の実施、実施促進のための環境
整備【厚生労働省、経済産業省】 


レセプト情報・健診情報等
データベースの活用策の検
討 


都道府県におけるデータ利活用促進のための技術的助言の積極的実施 


第三者提供の範囲の拡大等
に関する検討・結論 


日々の診療行為や治療結果等を一元的に蓄積・
分析・活用する関係学会等の取組の支援 


がん登録データベースの構築 


 臨床研究・治験の効率化、迅速化及びデータの質の確保のため
の技術開発等 


 普及促進に向けた取組 


調査研究での効果的な利活用 


さらなる普及策の検討、推進      


疫学調査や研究開発等への活用を
検討 


さらなる活用促進 


難病対策等の推進のための患者データベースの構築 調査研究での効果的な利活用 


難病等に係る医療費助成の
対象疾患の検討・選定 


データベースの構築に資するよう、予防接種
記録の電子化を推進 


保健事業の実施等に関する
指針の改正等 


健保組合等におけるデータヘ
ルス計画の策定 


データヘルス計画の実施 


国保等における保健事業の実施計画の見直し、データヘルスの実施 
有識者等からなる支援体制を整備し、国保等のデータヘルスを支援 


成果の活用・普及促進 


 国民の健康増
進・健康管理に


有効な 
方策の確立 


電子医療情報基盤の機能拡充【内閣府】 


データやシステムを活用した健康増進モデルの実証/確立（保険者・


地方自治体・企業等における健康づくり、就農や食を通じた健康増進
など）【総務省、厚生労働省、農林水産省】 


既存取り組みを踏まえた健
康増進・健康管理モデルの
設計・検討【総務省、厚生労
働省、農林水産省】 


新たなビジネスモデルの創出に向けた取り組みの推進【内閣府】 
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